
あわら警察署からのお知らせ
「歩車分離式信号機に関するお願いについて」

お願いについて

問い合わせ先

本件についての問い合わせは、あわら警察署交通課までお願いします。
（代表電話 ０７７６－７３－０１１０）

歩車分離式信号って？

アフレア前の交差点は、「歩車分離式信号機」となっています。
歩行者用の信号は、車両用の信号が全方向赤色になった後に青色へ変

わります。

「歩車分離式信号機」とは、全ての方向の自動車等を同時に停止させ
ている間に全ての方向の歩行者等を同時に横断させる信号機です。

同じ方向の車両用信号が青色でも
歩行者用信号は赤色のままです。

車両用信号が全て赤色に変わって
から、歩行者用信号が青色になり
ます。
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歩行者の方は、歩行者用の信号が青色になってから横断を

お願いいたします。
ドライバーの方も、通常の信号サイクルとは違うことをご

   理解の上、注意して走行してください。
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